










令和６年度第３回 袖ケ浦市都市計画審議会 

 

日 時  令和６年１１月５日（火） 

午後１時３０分から 

場 所  袖ケ浦市役所北庁舎３階災害対策室 

  

 

次      第 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議事録署名人の選出 

 

４ 議  事 

(1) 袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（案）

について（諮問） 

(2) その他 

 

５ 閉  会 



 

 

袖ケ浦市都市計画審議会付議事項書 

 

 １ 件 名  袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する

条例（案）について（諮問） 

 ２ 内 容  県では、市町村の意向を踏まえ、住民の利便性向上や市町村独自

のまちづくりに資する権限移譲に取り組んでいます。 

 都市計画法に基づく開発行為の許可（以下「開発許可」という。）

に関する事務等の権限については、県内において市街化区域と市街

化調整区域の区分がされている２６市町のうち、令和５年度末時点

で１９市が権限を有しております。 

 本市においても、開発許可に関する事務等の権限移譲により、将

来の人口減少への対応や、既存コミュニティの維持、良好な居住環

境の形成等を図り、地域の実情に沿ったまちづくりを行うことを目

的として、開発行為及び市街化調整区域のうち開発許可を受けた土

地以外の土地における建築等の許可の基準を定めるため、新たに条

例を制定するに当たり、諮問するものです。 

 

１ 条例制定の考え方 

  別添資料のとおり 

 

２ 今後の予定 

  １１月下旬 条例案について議会へ上程 

 

 

 

 

 

 

 ３ その他   

 ４ 取扱い  付議 ・ 諮問 ・ 報告 ・ その他 

令和６年１１月５日提出 
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袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関

する条例（案）の概要説明  

 

１ 条例制定の背景  

  千葉県では、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条

例（平成１２年千葉県条例第１号）を定め、市町村の意向を踏まえた上

で、住民の利便性向上や市町村独自のまちづくりに資する権限移譲に取

り組んでいます。  

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）に基づ

く開発行為の許可（以下「開発許可」という。）に関する事務等の権限に

ついては、千葉県内において市街化区域と市街化調整区域の区分がされ

ている２６市町のうち、令和５年度末時点で１９市が権限を有しており

ます。  

  本市においても、千葉県知事からの開発許可に関する事務等の権限移

譲により、将来の人口減少への対応や、既存コミュニティの維持、良好

な居住環境の形成等を図ろうとするものです。  

 

２ 条例制定の目的  

  開発許可に関する事務等の権限移譲に伴い、地域の実情に沿ったまち

づくりを行うことを目的として、開発行為及び市街化調整区域のうち開

発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準について、

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例（平成１３年千葉県

条例第３８号）と同一の基準のほか、既存集落における自己居住用の専

用住宅の建築の基準等を設けるとともに、道路整備基準の強化及び公園

等設置基準の緩和を行うため、新たに条例を制定しようとするものです。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日予定  

資料１  
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４ 県及び近隣市の状況  

  千 葉 県：平成１４年４月１日施行  

  市 原 市：平成１４年４月１日施行  

  木 更 津 市：平成１４年４月１日施行  

  君 津 市：条例制定無し（権限未移譲）  

  富 津 市：条例制定無し（権限未移譲） 

 

５ 条例における基本的事項  

第１条（趣旨）  

この条例の趣旨について規定するものです。  

第２条（定義） 

この条例における用語の定義について規定するものです。  

第３条（法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び

緩和）  

法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び緩

和について規定するものです。  

第４条（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域） 

法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域について規定す

るものです。  

第５条（法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途） 

法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途について

規定するものです。  

第６条（法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為） 

法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為について規定す

るものです。  

第７条（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為）  

  法第３４条第１２号の条例で定める開発行為について規定するもの

です。  
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第８条（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物）  

  都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第３６条第１項第

３号ハの条例で定める建築物について規定するものです。  

第９条（委任） 

  この条例の施行に関し必要な事項は、規則によることについて規定

するものです。  

附則 

第１項（施行期日）  

    この条例の施行日を令和７年４月１日と規定するものです。  

  第２項（経過措置）  

第４条第１項に規定する法第３４条第１１号の条例で指定する

土地の区域を市長が指定する日までの間は、千葉県知事が指定した

土地の区域を市長が指定する土地の区域とみなすことについて規

定するものです。  

  第３項  

    附則第２項の規定により市長が指定する土地の区域みなした土地

の区域は、第４条第３項の規定により告示したものとみなすことに

ついて規定するものです。  

  第４項（準備行為）  

    第４条第２項の規定による袖ケ浦市都市計画審議会への諮問その

他の必要な準備行為は、この条例の施行前に行うことができること

について規定するものです。  
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袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関す  

る条例（案）の逐条解説  

 

第１条（趣旨） 

（趣旨） 

第１条  この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

「法」という。）第３３条第３項並びに第３４条第１１号及び第１２号

並びに都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」と

いう。）第３６条第１項第３号ハの規定により、開発行為及び市街化調

整区域のうち開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の

基準に関し必要な事項を定めるものとする。  

【趣旨】 

 本条は、この条例の趣旨について規定するものです。 

 

【解説】 

 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第３３条第３項並びに第３４条第１１号及び第１２号並びに都市計

画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第３６

条第１項第３号ハの規定により、開発行為及び市街化調整区域のうち開発

許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事

項を定めることを趣旨としています。  

 

関係法令  
 

〇都市計画法（抜粋）  

 （開発許可の基準）  

第３３条  （略）  

２  （略）  

資料２ 

資料４ 資料４ 資料４ 
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３  地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物

の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める

技術的細目のみによっては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが

困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の

防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基

準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和

することができる。  

４～８  （略）  

第３４条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第

二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、

当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほ

か、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でな

ければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。  

 (1)～ (10) （略）  

 (11) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化

区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね

５０以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地

域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道

府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又

は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の条例で指定する土

地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びそ

の周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府

県の条例で定めるものに該当しないもの  

 (12) 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、か

つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発

行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都

道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの  

 (13)・ (14) （略）  
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〇都市計画法施行令（抜粋）  

 （開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準）  

第３６条  都道府県知事（指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長。

以下この項において同じ。）は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときで

なければ、法第４３条第１項の許可をしてはならない。  

 (1)・ (2) （略）  

 (3) 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当

すること。  

  イ・ロ  （略）  

  ハ  建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがな

いと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適

当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作

物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたも

の。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第２９条

の９各号に掲げる区域を含まないものとする。  

  ニ・ホ  （略）  

２  （略）  
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第２条（定義） 

（定義） 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1) 既存集落  市街化調整区域において、次のいずれかに該当する地

域をいう。  

ア  半径１５０メートルの範囲内に４０以上の建築物（２０以上の建

築物が市街化調整区域内に存している場合において、市街化区域内

に存するものを含む。イにおいて同じ。）が連たんしている地域  

イ  敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の建築物が連たんし

ている地域であって、当該建築物の敷地からの距離が５５メートル

の範囲内であるもの  

(2) 線引き  区域区分に関する都市計画の決定又は変更により市街化

調整区域として新たに区分されたことをいう。  

(3) 親族  民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に規定する親

族をいう。  

(4) 専用住宅  住宅であって、事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねる住宅及び共同住宅以外のものをいう。  

２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及

び政令において使用する用語の例による。  

【趣旨】 

 本条は、この条例における用語の定義について規定するものです。  

 

【解説】 

＜第１項関係＞  

  この条例における用語について、第４条及び第７条において使用する

用語の定義を定めるものです。  

 （第１号）  
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   「既存集落」は、市街化調整区域において、一定の範囲内に４０以

上の建築物が連たん（※）している地域をいいます。建築物の数の算

定に当たっては、車庫、物置その他これらに類する附属建築物を伴う

場合、これらを含む敷地全体で１つの建築物とします。また、法に違

反し、指導対象となっている建築物は算入しないこととします。なお、

法第３４条第１１号の「おおむね５０以上の建築物」について、本市

では千葉県と同様に「４０以上の建築物」とします。  

  （※）「連たん」とは、建築物が立ち並んでいることをいいます。  

  ア イメージ図（半径１５０メートルの範囲内に４０以上の建築物が

連たんしている地域） 
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  イ イメージ図（敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の建築

物が連たんしている地域）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （第２号）  

   「線引き」は、法第７条第１項に規定する市街化区域と市街化調整

区域との区分に関する都市計画の決定又は変更により、市街化を抑制

すべき区域である市街化調整区域として新たに区分されたことをいい

ます。本市では、昭和４５年７月３１日（旧袖ケ浦地区）及び昭和４

８年１２月２８日（旧平川地区）に線引きを行っています。  

 （第３号）  

   「親族」は、民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に規定す

る親族（次の（１）から（３）までに該当する者）をいいます。  

   （１）  ６親等内の血族（子、孫等）  

   （２）  配偶者  

   （３）  ３親等内の姻族（子の配偶者、配偶者の子等）  

 （第４号）  
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   「専用住宅」は、住宅であって、事務所や店舗等との兼用住宅及び

共同住宅以外のものをいいます。 

＜第２項関係＞  

  この条例において使用する用語は、法及び政令において使用する用語

の例によることを定めるものです。  

  

〇都市計画法（抜粋）  

 （区域区分）  

第７条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る

ため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分

（以下「区域区分」という。）を定めることができる。ただし、次に掲げる都

市計画区域については、区域区分を定めるものとする。  

 (1)・ (2) （略）  

２  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。  

３  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。  

 （開発許可の基準）  

第３３条  （略）  

第３４条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として

第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）について

は、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当す

るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場

合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。  

 (1)～ (10) （略）  

 (11) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておお

むね５０以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんして

いる地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従
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い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指

定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の条例

で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、

開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる

用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの  

 (12)～ (14) （略）  

 

〇民法（抜粋）  

 （親族の範囲）  

第７２５条  次に掲げる者は、親族とする。  

 (1) ６親等内の血族  

 (2) 配偶者  

 (3) ３親等内の姻族  
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第３条（法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び

緩和） 

（法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び緩和） 

第３条  法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び緩

和は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 政令第２５条第２号に規定する小区間で通行上支障がない場合の

道路の幅員の最低限度は、６メートルとする。  

(2) 政令第２５条第６号に規定する公園、緑地又は広場の設置を要す

る開発区域の面積の最低限度は、１ヘクタールとする。  

【趣旨】 

 本条は、法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び

緩和について規定するものです。  

 

【解説】 

 法第３３条第１項第２号の規定により自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、政令第２

５条各号に規定する技術的細目に適合するよう設計する必要がありますが、

条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する

ことができることとされており、その内容について定めるものです。  

 （第１号）  

   政令第２５条第２号に規定する予定建築物等の敷地に接するように

配置される道路の幅員について、小区間で通行上支障がない場合は、

４メートル以上とされているところ、６メートル以上に強化するもの

です。「小区間」は道路の延長が３５メートル以下の場合、「通行上

支障がない場合」は車両と歩行者が混在して通行する上でも支障がな

いと市長が認めた場合をいいますが、このような場合であっても、消

防車等の緊急車両や、宅配車両等と他の車両が安全にすれ違うことが

可能な幅員とするものです。  



10 

 

 （第２号）  

   政令第２５条第６号に規定する公園（主として自然的環境の中で、

休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び災害時の避

難等の用に供することを目的とする空地をいう。）、緑地（主として

自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向

上及び緑道の用に供することを目的とする空地をいう。）又は広場

（主として歩行者等の休息、鑑賞、交流等の用に供することを目的と

する空地をいう。）（以下「公園等」という。）の設置を要する開発

区域の面積の最低限度について、０．３ヘクタール以上とされている

ところ、１ヘクタール以上に緩和するものです。政令では、開発区域

面積の３パーセント以上の公園等を設けるものとされておりますが、

小規模な公園等については、利用しづらく維持管理が困難であるため、

設置を求めないこととするものです。  

 
 

〇都市計画法（抜粋）  

 （開発許可の基準）  

第３３条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に

係る開発行為が、次に掲げる基準（第４項及び第５項の条例が定められている

ときは、当該条例で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の

手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めると

きは、開発許可をしなければならない。  

 (1) （略）  

 (2) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為以外の開発行為にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に

供する空地（消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供す

る貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害

の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構
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造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当

規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合におい

て、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合

していること。  

  イ  開発区域の規模、形状及び周辺の状況  

  ロ  開発区域内の土地の地形及び地盤の性質  

  ハ  予定建築物等の用途  

  ニ  予定建築物等の敷地の規模及び配置  

 (3)～ (14) （略）  

２  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定

める。  

３  地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築

物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定

める技術的細目のみによっては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図る

ことが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保

全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政

令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強

化し、又は緩和することができる。  

４～８  （略）  

 （変更の許可等）  

第３５条の２  開発許可を受けた者は、第３０条第１項各号に掲げる事項の変更

をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならな

い。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第２９条第１項の許可に係

るものにあっては同項各号に掲げる開発行為、同条第２項の許可に係るものに

あっては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開

発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする

ときは、この限りでない。  

２・３  （略）  
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４  第３１条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定

める工事に該当する場合について、第３２条の規定は開発行為に関係がある公

共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置さ

れる公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める

者との協議に係る開発行為に関する事項であって政令で定めるものの変更をし

ようとする場合について、第３３条、第３４条、前条及び第４１条の規定は第

１項の規定による許可について、第３４条の２の規定は第１項の規定により国

又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第４７条

第１項の規定は第１項の規定による許可及び第３項の規定による届出について

準用する。この場合において、第４７条第１項中「次に掲げる事項」とあるの

は、「変更の許可又は届出の年月日及び第２号から第６号までに掲げる事項の

うち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。  

５  （略）  

 

〇都市計画法施行令（抜粋）  

 （開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目）  

第２５条  法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含

む。以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法

第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲

げるものとする。  

 (1) （略）  

 (2) 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、６メートル

以上１２メートル以下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障が

ない場合は、４メートル）以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接

するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区

域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著し

く困難と認められる場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安

全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国
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土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。  

 (3)～ (5) （略）  

 (6) 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあ

っては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の３パーセント以上の公

園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規

模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のも

のであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予

定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場

合は、この限りでない。  

 (7)・ (8) （略）  

 （条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基

準）  

第２９条の２  法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合

を含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関する

ものは、次に掲げるものとする。  

 (1) （略）  

 (2) 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路

の幅員の最低限度について、１２メートル（小区間で通行上支障がない場合

は、６メートル）を超えない範囲で行うものであること。  

 (3)～ (12) （略）  

２  法第３３条第３項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次

に掲げるものとする。  

 (1)・ (2) （略）  

 (3) 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるとこ

ろによるものであること。  

  イ  開発区域の面積の最低限度について、１ヘクタールを超えない範囲で行

うこと。  

  ロ  地方公共団体その他の者が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は
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広場の設置を予定している場合に行うこと。  

〇都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）（抜粋）  

 （道路の幅員）  

第２０条  令第２５条第２号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地

又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が１，００

０平方メートル未満のものにあっては６メートル（多雪地域で、積雪時におけ

る交通の確保のため必要があると認められる場合にあっては、８メートル）、

その他のものにあっては９メートルとする。  

 （令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路）  

第２０条の２  令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に

掲げる要件に該当するものとする。  

 (1) 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路

であること。  

 (2) 幅員が４メートル以上であること。  
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第４条（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域）  

（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域）  

第４条  法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域は、次の各号の

いずれにも該当する土地の区域として、市長が指定する土地の区域とす

る。 

(1) 市街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができ

ない地域を除く。）から１．１キロメートルの範囲内に存すること。  

(2) 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成

していると認められる地域内に存すること。  

(3) 既存集落内に存すること。  

(4) 政令第２９条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を

考慮して支障がないと認められる区域を除く。）を含まないこと。  

２ 市長は、前項の規定により土地の区域を指定しようとするときは、あ

らかじめ、袖ケ浦市都市計画審議会に諮問しなければならない。  

３ 市長は、第１項の規定により土地の区域を指定するときは、その旨及

びその区域を告示しなければならない。  

４ 第１項の規定による土地の区域の指定は、前項の規定による告示によ

ってその効力を生ずる。  

５ 前各項の規定は、第１項の規定により指定した土地の区域の変更又は

廃止について準用する。  

【趣旨】 

 本条は、法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域について規定

するものです。  

 

【解説】 

＜第１項関係＞  

  法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域は、各号のいずれに

も該当する土地の区域として、市長が指定する土地の区域と定めるもの
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です。  

 （第１号）  

   市街化区域に隣接し、又は近接している地域として市街化区域（住

宅の建築が認められない工業専用地域及び地区計画により住宅の建築

ができない地域を除きます。）から１．１キロメートルの範囲内に存

することとします。  

 （第２号）  

   市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域

内に存することとします。判断に当たっては、地形等により日常生活

圏が明らかに分断されていないことや、利用する生活利便施設、公益

的施設又は公共交通の共通性があること等の自然的社会的諸条件を総

合的に勘案します。  

 （第３号）  

   第２条第１項第１号に規定する「既存集落」内に存することとしま

す。 

 （第４号）  

   政令第２９条の９各号に掲げる区域を含まないこととします。ただ

し、災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域

は、含むことを可能とします。  

＜第２項関係＞  

  市長は、第１項の規定により土地の区域を指定しようとするときは、

あらかじめ、袖ケ浦市都市計画審議会に諮問しなければならないことを

定めるものです。  

＜第３項関係＞  

  市長は、第１項の規定により土地の区域を指定するときは、その旨及

びその区域を告示しなければならないことを定めるものです。  

＜第４項関係＞  

  土地の区域の指定は、第３項の規定による告示によってその効力を生
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ずることを定めるものです。  

＜第５項関係＞  

  第１項から第４項までの規定は、第１項の規定により指定した土地の

区域の変更又は廃止について準用することを定めるものです。  

 
 

〇都市計画法（抜粋）  

 （開発許可の基準）  

第３３条  （略）  

第３４条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として

第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）について

は、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当す

るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場

合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。  

 (1)～ (10) （略）  

 (11) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておお

むね５０以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんして

いる地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従

い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指

定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の条例

で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、

開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる

用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの  

 (12)～ (14) （略）  

 

〇都市計画法施行令（抜粋）  

 （都市計画基準）  

第８条  区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。  
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 (1) （略）  

 (2) おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市

街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含ま

ないものとすること。  

  イ  （略）  

  ロ  溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域  

  ハ  優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域  

  ニ  優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂

の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域  

 (3) （略）  

２  （略）  

 （法第３４条第１１号の土地の区域を条例で指定する場合の基準）  

第２９条の９  法第３４条第１１号（法第３５条の２第４項において準用する場

合を含む。）の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原

則として、次に掲げる区域を含まないこととする。  

 (1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域  

 (2) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防

止区域  

 (3) 急傾斜地崩壊危険区域  

 (4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

１２年法律第５７号）第７条第１項の土砂災害警戒区域  

 (5) 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項

の浸水被害防止区域  

 (6) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号の浸水想定区

域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交

通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水（同法第２条第１項の雨水

出水をいう。）又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、

住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認めら
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れる土地の区域  

 (7) 前各号に掲げる区域のほか、第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土

地の区域  
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第５条（法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途）  

（法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途）  

第５条  法第３４条第１１号の開発区域及びその周辺の地域における環境

の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等

の用途は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（ろ）項

に掲げる第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用

途以外の用途とする。  

【趣旨】 

 本条は、法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途につい

て規定するものです。  

 

【解説】 

 住宅、小規模店舗等の建築については、開発区域及びその周辺の地域に

おける環境の保全上支障がないと認められるため、法第３４条第１１号の

条例で定める予定建築物等の用途は、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）別表第２（ろ）項に掲げる第二種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる建築物の用途以外の用途と定めるものです。  

 
 

〇都市計画法（抜粋）  

 （開発許可の基準）  

第３３条  （略）  

第３４条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として

第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）について

は、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当す

るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場

合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。  

 (1)～ (10) （略）  

 (11) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街
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化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておお

むね５０以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんして

いる地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従

い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指

定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の条例

で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、

開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる

用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの  

 (12)～ (14) （略）  

 

〇建築基準法（抜粋）  

 別表第２  用途地域等内の建築物の制限（第２７条、第４８条、第６８条の３

関係）  
   

（い）  第一種低

層住居専

用地域内

に建築す

ることが

できる建

築物  

(1) 住宅  

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を

兼ねるもののうち政令で定めるもの  

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿  

(4) 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学

校を除く。）、図書館その他これらに類するもの  

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの  

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに

類するもの  

(7) 公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第６項第１号に該当する営業（以下この表において

「個室付浴場業」という。）に係るものを除く。）  

(8) 診療所  
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(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政

令で定める公益上必要な建築物  

(10) 前各号の建築物に附属するもの（政令で定める

ものを除く。）  
   

（ろ）  第二種低

層住居専

用地域内

に建築す

ることが

できる建

築物  

(1) （い）項第１号から第９号までに掲げるもの  

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する

もののうち政令で定めるものでその用途に供する部

分の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの

（ ３ 階 以 上 の 部 分 を そ の 用 途 に 供 す る も の を 除

く。）  

(3) 前２号の建築物に附属するもの（政令で定めるも

のを除く。）  

略  
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第６条（法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為）  

（法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為）  

第６条  法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為は、第４条第１

項に規定する市長が指定する土地の区域内において行う開発行為（予定

建築物等の用途が前条に規定する用途に該当しない開発行為に限る。）

であって、開発区域の面積が５ヘクタール未満であるものとする。  

【趣旨】 

 本条は、法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為について規定

するものです。  

 

【解説】 

 法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為は、千葉県と同様に第

４条第１項に規定する市長が指定する土地の区域内において行う開発行為

であって、予定建築物等の用途が前条に規定する用途に該当しないものの

うち、開発区域の面積が５ヘクタール未満であるものと定めるものです。  

 
 

〇都市計画法（抜粋）  

 （開発許可の基準）  

第３３条  （略）  

第３４条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として

第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）について

は、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当す

るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場

合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。  

 (1)～ (10) （略）  

 (11) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておお
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むね５０以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんして

いる地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従

い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指

定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の条例

で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、

開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる

用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの  

 (12)～ (14) （略）  
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第７条（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為）  
 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為）  

第７条  法第３４条第１２号の条例で定める開発行為は、次の各号のいず

れかに該当する開発行為とする。  

(1) 線引きの日前から引き続き当該線引きにより市街化調整区域とな

った土地を所有する者（その者の親族で、その者から当該線引きの日

以後に贈与又は相続により当該土地を所有するものを含む。以下この

号において「土地所有者」という。）の親族が婚姻等により当該土地

において自己の居住の用に供するための専用住宅を新たに建築するこ

とを目的として行う開発行為であって、次のいずれにも該当するもの 

 ア  土地所有者が当該土地又はその周辺に居住していること。ただ

し、農業を営まない者（規則で定める者に限る。）にあっては、線

引きの日（同日以後に贈与又は相続により当該土地を所有する者に

あっては、当該贈与又は相続の日）前から引き続き当該土地又はそ

の周辺に居住していること。  

 イ  土地所有者及び当該開発行為を行う者（以下この号において「開

発行為者」という。）が市街化区域内に建築物の建築が可能な土地

を所有していないこと。  

 ウ  開発行為者が自己の居住の用に供する住宅を所有していないこ

と。 

 エ 開発行為者が次のいずれかに該当する者であること。  

  （ア） 土地所有者と２年以上の同居の事実がある者  

  （イ） （ア）に掲げる者と２年以上の同居の事実がある者  

 オ 開発区域の面積が５００平方メートル以下であること。  

(2) 既存集落内において、線引きの日前から引き続き当該線引きによ

り市街化調整区域となった土地を所有する者（その者の親族で、その

者から当該線引きの日以後に贈与又は相続により当該土地を所有する
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ものを含む。）が自己の居住の用に供する住宅を所有していない場合

に、当該土地において自己の居住の用に供するための専用住宅の建築

を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が５００平方メ

ートル以下のもの  

(3) 既存建築物の増築又は改築を目的とする開発行為のうち、次のい

ずれかに該当するもの  

ア  線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法第６条第１項若

しくは第６条の２第１項の規定により建築の確認を受けて建築され

た専用住宅の増築又は改築（当該専用住宅の敷地及び用途を変更し

ないものに限る。）を目的とする開発行為  

イ  既存建築物のうち、居住し、又は増築し、若しくは改築する権利

が特定の者の一身に専属する用途である専用住宅の増築又は改築

（当該既存建築物の敷地を変更せず、用途を自己の居住の用に供す

る専用住宅に変更するものであって、当該既存建築物が建築された

日から原則として１０年以上経過しているものに限る。）を目的と

する開発行為  

(4) 線引きの日前に建築物の建築を目的として造成され、かつ、給水

施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に、自己の居住

の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為  

(5) 宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５０

号）に基づく確認を受けた土地に、専用住宅の建築を目的として行う

開発行為であって、当該確認を受けた設計の内容と整合しているもの  

(6) 法第１８条の２第１項の基本方針において流通業務の用に供する

施設又は工業施設として規則で定める施設（以下この号において「流

通業務施設等」という。）の用に供する土地として利用を図ることと

されている土地の区域のうち、次のいずれにも該当する区域として市

長が指定する区域において、流通業務施設等の建築を目的として行う

開発行為  
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ア  流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行うことにより、

周辺における市街化を促進するおそれがないと認められること。  

イ  市街化区域内において流通業務施設等の建築を目的とする開発行

為を行うことが困難又は著しく不適当と認められること。  

ウ  政令第２９条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を

考慮して支障がないと認められる区域を除く。）を含まないこと。  

(7) 自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う

開発行為のうち、次のいずれにも該当する区域として市長が指定する

区域において行うもの  

ア  第４条第１項に規定する市長が指定する土地の区域を含まないこ

と。 

イ 既存集落内に存すること。  

ウ  政令第２９条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を

考慮して支障がないと認められる区域を除く。）を含まないこと。  

２ 第４条第２項から第５項までの規定は、前項第６号及び第７号の規定

による指定について準用する。  
 

【趣旨】 

 本条は、法第３４条第１２号の条例で定める開発行為について規定する

ものです。  

 

【解説】 

＜第１項関係＞  

  法第３４条第１２号の条例で定める開発行為は、各号のいずれかに該

当する開発行為と定めるものです。  

 （第１号）  

   市街化調整区域において、生活の本拠を構えている本家から世帯が

分かれ、分家としての世帯（当該世帯から分家する世帯を含む。）が
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新たに必要とする住宅である分家住宅の建築について規定するもので

す。 

   （１）又は（２）に該当する土地所有者の親族が婚姻等により

（１）又は（２）の土地において自己の居住の用に供するための専用

住宅を新たに建築することを目的として行う開発行為であって、アか

らオまでのいずれにも該当するものとします。  

   （１）  線引きの日前から引き続き当該線引きにより市街化調整区

域となった土地を所有する者  

   （２）  （１）に該当する者の親族で、（１）に該当する者から当

該線引きの日以後に贈与又は相続により当該土地を所有する

もの 

  ア 土地所有者が（１）若しくは（２）の土地又はその周辺に居住し

ていることとします。ただし、規則で定める農業を営まない者にあ

っては、線引きの日（同日以後に贈与又は相続により当該土地を所

有する者にあっては、当該贈与又は相続の日）前から引き続き当該

土地又はその周辺に居住している者であることに限ります。  

  イ 土地所有者及び当該開発行為を行う者（以下この号の解説におい

て「開発行為者」という。）が市街化区域内に建築物の建築が可能

な土地を所有していないこととします。 

  ウ 開発行為者が自己の居住の用に供する住宅を所有していないこと

とします。  

  エ 開発行為者が次のいずれかに該当する者であることとします。  

  （ア） 土地所有者と２年以上の同居の事実がある者  

  （イ） （ア）に掲げる者と２年以上の同居の事実がある者  

  オ 開発区域の面積が５００平方メートル以下であることとします。  

 （第２号）  

   既存集落内における自己居住用の専用住宅の建築について規定する

ものです。  
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   第２条第１項第１号に規定する「既存集落」内において、次の

（１）又は（２）に該当する者が自己の居住の用に供する住宅を所有

していない場合に、（１）又は（２）の土地において自己の居住の用

に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、

開発区域の面積が５００平方メートル以下のものとします。  

   （１）  線引きの日前から引き続き当該線引きにより市街化調整区

域となった土地を所有する者  

   （２）  （１）の親族で、（１）から当該線引きの日以後に贈与又

は相続により当該土地を所有するもの  

 （第３号）  

   既存建築物の増築又は改築について規定するものです。  

  ア 線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法に基づく建築確

認を受けて建築された専用住宅の増築又は改築を目的とする開発行

為とします。なお、当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないもの

に限ります。  

  イ 既存建築物のうち、用途が農家住宅、分家住宅、既存権利届によ

り建築された住宅等といった特定の人のみが居住し、又は増築し、

若しくは改築することが可能な専用住宅について、第三者の居住等

ができるよう増築し、又は改築することを目的とする開発行為とし

ます。なお、当該既存建築物の敷地を変更せず、用途を自己の居住

の用に供する専用住宅に変更するものであって、当該既存建築物が

建築された日から１０年以上経過しているものに限ります。ただし、

建築された日から１０年未満であっても、既存建築物に居住する権

利等を有していた者の死亡、破産等のやむを得ない事情がある場合

には、この限りではありません。  

 （第４号）  

   既造成宅地における自己居住用の専用住宅の建築について規定する

ものです。  
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   市の調査により線引きの日前から宅地造成が行われていた土地であ

ることが明らかであり、又は道路位置指定等からみて線引きの日前か

ら宅地造成が行われていた土地であることが確認できる土地であって、

かつ、給水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に自

己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行

為とします。  

 （第５号）  

   宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５０

号）に基づく確認を受けた土地における専用住宅の建築について規定

するものです。  

   当該確認を受けた設計の内容と整合している開発行為とします。  

   宅地開発事業の基準に関する条例は、都市計画区域及び都市計画区

域以外の地域で行われる宅地開発事業について適用されるものです。

現在、本市は、市内全域を都市計画区域に編入していますが、都市計

画区域に編入する前に宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認

を受けた滝ケ沢団地、もみの木台団地及び滝の口ファミリータウンが

該当します。  

 （第６号）  

   流通業務施設等の建築について規定するものです。  

   袖ケ浦市都市計画マスタープラン（法第１８条の２第１項）におい

て流通業務等の用に供する土地として利用を図ることとされている土

地の区域のうち、アからウまでのいずれにも該当する区域として市長

が指定する区域において、流通業務施設等の建築を目的として行う開

発行為とします。  

  ア 流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行うことにより、

当該開発区域及びその周辺の地域において、新たな公共施設の整備

の必要が生ずるおそれがない等、周辺における市街化を促進するお

それがないと認められることとします。  
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  イ 市街化区域内に予定建築物を建築する適当な土地がない等、市街

化区域内において流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行

うことが困難又は著しく不適当と認められることとします。  

  ウ 政令第２９条の９各号に掲げる区域を含まないこととします。た

だし、災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる

区域は、含むことを可能とします。  

 （第７号）  

   自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開

発行為のうち、市長が指定する規制緩和集落内 (アからウまでのいず

れにも該当する区域 )において行うものについて規定するものです。  

  ア 第４条第１項に規定する市長が指定する土地の区域を含まないこ

ととします。  

  イ 第２条第１項第１号に規定する「既存集落」内に存することとし

ます。 

  ウ 政令第２９条の９各号に掲げる区域を含まないこととします。た

だし、災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる

区域は、含むことを可能とします。  

＜第２項関係＞  

  第４条第２項から第５項までの規定は、第１項第６号及び第７号の規

定による指定について準用することを定めるものです。  
  

〇都市計画法（抜粋）  

 （都市計画区域）  

第５条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に

該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人

口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移

を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要が

ある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要
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があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することが

できる。  

２～６  （略）  

 （準都市計画区域）  

第５条の２  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他

の工作物（以下「建築物等」という。）の建築若しくは建設又はこれらの敷地

の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及

び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８

号）その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事

項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を

保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市と

しての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区

域を、準都市計画区域として指定することができる。  

２～５  （略）  

 （市町村の都市計画に関する基本的な方針）  

第１８条の２  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関す

る基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町

村の都市計画に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」とい

う。）を定めるものとする。  

２～４  （略）  

 （開発許可の基準）  

第３３条  （略）  

第３４条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として

第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）について

は、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当す

るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場

合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。  

 (1)～ (11) （略）  
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 (12) 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、か

つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開

発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従

い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた

もの  

 (13)・ (14) （略）  

 

〇都市計画法施行令（抜粋）  

 （都市計画基準）  

第８条  区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。  

 (1) （略）  

 (2) おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市

街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含ま

ないものとすること。  

  イ  （略）  

  ロ  溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域  

  ハ  優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域  

  ニ  優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂

の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域  

 (3) （略）  

２  （略）  

 （法第３４条第１１号の土地の区域を条例で指定する場合の基準）  

第２９条の９  法第３４条第１１号（法第３５条の２第４項において準用する場

合を含む。）の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原

則として、次に掲げる区域を含まないこととする。  

 (1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域  

 (2) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防

止区域  
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 (3) 急傾斜地崩壊危険区域  

 (4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

１２年法律第５７号）第７条第１項の土砂災害警戒区域  

 (5) 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項

の浸水被害防止区域  

 (6) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号の浸水想定区

域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交

通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水（同法第２条第１項の雨水

出水をいう。）又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、

住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認めら

れる土地の区域  

 (7) 前各号に掲げる区域のほか、第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土

地の区域  

 （開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準）  

第２９条の１０  法第３４条第１２号（法第３５条の２第４項において準用する

場合を含む。）の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則とし

て、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。  

 

〇建築基準法（抜粋）  

 （建築物の建築等に関する申請及び確認）  

第６条  建築主は、第１号から第３号までに掲げる建築物を建築しようとする場

合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第１号から第

３号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模

の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第４号に掲げる建築物

を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建

築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建

築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関す

る法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以
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下同じ。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築

主事又は建築副主事（以下「建築主事等」という。）の確認（建築副主事の確

認にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項にお

いて同じ。）を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受

けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をし

て、第１号から第３号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しよ

うとする場合においては、建築物が増築後において第１号から第３号までに掲

げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しく

は大規模の模様替をしようとする場合又は第４号に掲げる建築物を建築しよう

とする場合も、同様とする。  

 (1) 別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する

部分の床面積の合計が２００平方メートルを超えるもの  

 (2) 木造の建築物で３以上の階数を有し、又は延べ面積が５００平方メート

ル、高さが１３メートル若しくは軒の高さが９メートルを超えるもの  

 (3) 木造以外の建築物で２以上の階数を有し、又は延べ面積が２００平方メー

トルを超えるもの  

 (4) 前３号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域

（いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する

区域を除く。）若しくは景観法（平成１６年法律第１１０号）第７４条第１

項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事が

関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区

域内における建築物  

２～９  （略）  

 （国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）  

第６条の２  前条第１項各号に掲げる建築物の計画（前条第３項各号のいずれか

に該当するものを除く。）が建築基準関係規定に適合するものであることにつ

いて、第７７条の１８から第７７条の２１までの規定の定めるところにより国

土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定め
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るところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第１項の規定

による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。  

２～７  （略）  

 

〇宅地開発事業の基準に関する条例（抜粋）  

 （適用事業）  

第３条  この条例の規定は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第

２項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域以外の地域において行われる

０．５ヘクタール（次の表の上欄に掲げる市町村の区域にあっては、それぞれ

当該下欄に定める面積）以上１ヘクタール未満の一団の土地に係る宅地開発事

業（都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第２２条の３第２項の規

定の適用を受ける宅地開発事業、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機

構及び地方住宅供給公社の行う宅地開発事業並びに規則で定める宅地開発事業

を除く。）について適用する。  

略  

 （設計の確認）  

第７条  事業主は、工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の設計が

前条に規定する基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けな

ければならない。  

２～６  （略）  
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第８条（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物） 
 

（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物）  

第８条  政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物は、前条第１

項各号に規定する開発行為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物

とする。  
 

【趣旨】 

 本条は、政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物について規

定するものです。  

 

【解説】 

 政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物は、第７条第１項各

号に規定する開発行為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物と定め

るものです。  

 
 

〇都市計画法（抜粋）  

 （開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限）  

第４３条  何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域

内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第２９条第１項第２号若

しくは第３号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物

を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第

２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただ

し、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物

の新設については、この限りでない。  

 (1)～ (5) （略）  

２  前項の規定による許可の基準は、第３３条及び第３４条に規定する開発許可

の基準の例に準じて、政令で定める。  

３  （略）  
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〇都市計画法施行令（抜粋）  

 （開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準）  

第３６条  都道府県知事（指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の

長。以下この項において同じ。）は、次の各号のいずれにも該当すると認める

ときでなければ、法第４３条第１項の許可をしてはならない。  

 (1)・ (2) （略）  

 (3) 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当

すること。  

  イ  法第３４条第１号から第１０号までに規定する建築物又は第一種特定工

作物  

  ロ  法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若

しくは改築する建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号の条例で

定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築

物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に該当しないもの  

  ハ  建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれが

ないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく

不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定め

られたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則とし

て、第２９条の９各号に掲げる区域を含まないものとする。  

  ニ・ホ  （略）  

２  （略）  
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第９条（委任） 
 

（委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。  
 

【趣旨】 

 本条は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、規則によることについて規定するものです。  

 

【解説】 

 細目的な事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

５条第１項の規定により、規則を制定して委任することを定めるものです。  

 
 

〇地方自治法（抜粋）  

 （規則）  

第１５条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限

に属する事務に関し、規則を制定することができる。  

２  （略）  
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附 則 
 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第４条第１項の規定により市長が土地の区域を指定する日までの間

は、都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第３条第１項の

規定による土地の区域の指定（令和６年千葉県告示第１６４号）により

千葉県知事が指定した土地の区域を第４条第１項に規定する市長が指定

する土地の区域とみなす。  

３ 前項の規定により第４条第１項に規定する市長が指定する土地の区域

とみなした土地の区域は、同条第３項の規定により告示したものとみな

す。 

（準備行為）  

４ 第４条第２項の規定による諮問（第７条第２項の規定により準用する

場合を含む。）その他の準備行為は、この条例の施行前において行うこ

とができる。  
 

【趣旨】 

 本附則は、本条例を施行するための必要な付随的事項を定めるものです。  

 

【解説】 

＜第１項関係＞  

  本条例の施行期日について定めるものです。  

＜第２項関係＞  

  法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域として第４条第１項

の規定により市長が土地の区域を指定する日までの間は、都市計画法に

基づく開発行為等の基準に関する条例第３条第１項の規定による土地の



41 

 

区域の指定（令和６年千葉県告示第１６４号）により千葉県知事が法第

３４条第１１号の条例で指定する土地の区域として指定した土地の区域

を第４条第３項の規定により告示した同条第１項に規定する市長が指定

する土地の区域とみなすことを定めるものです。  

＜第３項関係＞  

  附則第２項の規定により第４条第１項に規定する市長が指定する土地

の区域とみなした土地の区域は、同条第３項の規定により告示したもの

とみなすことを定めるものです。  

＜第４項関係＞  

  第４条第２項の規定による袖ケ浦市都市計画審議会への諮問、同条第

３項の規定による告示（第７条第２項の規定により準用する場合を含み

ます。）等の必要な準備行為は、この条例の施行前に行うことができる

ことを定めるものです。  
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   袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関 

   する条例（案）について 

 

令和７年４月に県から都市計画法に基づく開発行為の許可に関する事務等の権限

移譲を予定しており、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例（以下「県

条例」という。）」が適用されなくなることから、市条例を制定しようとするものです。 

 条例制定の基本的な考えとして、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している

区域（連たん区域）を引き続き指定するとともに、内陸部集落地の既存コミュニティ

の維持を図る基準を新たに定めます。 

 

（１）条例で定めることができる項目等 （以下「法」とは都市計画法をいう。） 

  法第33条第3項 … 技術基準に定められた制限の強化又は緩和 

  法第33条第4項 … 敷地面積の最低限度の制限 

  法第34条第11号 … 連たん区域の指定 

  法第34条第12号 … 地域の実情に沿った審査基準の条例化 

 

（２）市条例（案）の概要                ※太字は市独自の項目 

法令 

（条例） 
市条例で定める項目  

法第33条第3項 

（条例 第３条） 

道路整備基準の強化等 

・開発区域内道路幅員を６ｍ以上に強化 

・公園等設置対象開発面積を0.3ha以上から１ha以上に緩和 

法第34条第11号 

(条例 第４条～６条)  
県条例で指定された区域を市条例で指定（通称 連たん区域） 

法第34条第12号 

（条例 第７条） 

① 分家住宅 

本家から世帯分離した住宅 

※生前贈与による土地所有、孫分家も許可対象 

② 既存集落内の自己用住宅 

既存集落内での線引き前土地所有者の新築住宅 

※生前贈与による土地所有も許可対象 
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③ 既存適法建築物の増改築等 

同一敷地内での同一用途の建替 

※建築１０年以上の建築物を対象に第三者による用途変

更を認め、農家住宅や分家住宅への居住を可能とする 

④ 既造成宅地 

線引き前に造成され給排水施設が整備済の宅地 

⑤ 宅地開発事業の基準に関する条例による造成地 

⇒滝の口ファミリータウン、滝ヶ沢団地、もみの木台団地 

⑥ 流通業務施設等 

都市マス等に位置づけられた区域(IC周辺地区及びICアク

セス道路沿道地区)における流通業務施設等 

⑦ 規制緩和集落の自己用住宅 

11号区域を除いた市長が指定する既存集落内での自己用

住宅の建築 

 

（３）今後のスケジュール 

   令和６年１２月 市条例（案）市議会上程 

 

  ―・―・―・―条例が議決された際のスケジュール（案）―・―・―・― 

   令和７年 １月 区域指定（案）の説明 

         ～   都市計画審議会、全員協議会、パブリックコメント、 

        ２月  市民説明会（市役所・交流センター） 

        ３月 都市計画審議会（区域指定（案）諮問） 

           区域指定告示 

        ４月 市条例・区域指定施行 



　  
  

　
件 数

Ａ  意見を反映し、原案を修正したもの ０件

Ｂ  意見の趣旨･考え方が既に原案に盛り込まれているもの ０件

Ｃ  意見を反映しないで、原案どおりとしたもの ０件

Ｄ  その他の意見、今後の市政の参考とするもの等 ０件

　　○ 意見の分類と市の対応状況

＜袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する
　条例（案）に関するパブリックコメントの実施結果について＞

対　　応　　区　　分

■ 意見募集した計画

■ 意見募集をした期間

　　○ 令和６年９月２１日（土）～令和６年１０月２０日（日）

　　○ 袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（案）

■ 意見の概要等の公表場所

　　・ 袖ケ浦市役所市政情報室（市役所中庁舎３階）

　　・ 市ホームページ

■ 意見の概要と市の考え方

　　・ 袖ケ浦市役所開発指導準備室（市役所中庁舎６階）

　　・ 各交流センター又は各図書館（事前連絡要）

参考資料２

　　○ 意見の提出者･件数　　０人、０件


